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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、令和２年

第２回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、７番馬場博美さん、８番古

舘繁夫さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２  会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る３月２６日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和２

年第２回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る３月２６日、議会運営委員会を開

催しましたので、その内容と結果について

報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、議案１件

であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには真摯な

答弁と対応をお願いし、議会運営委員会委

員長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のための写真撮影を行いますので御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和２年第２回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして心から感謝いたします
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とともに、提出案件の概要について御説明

申し上げます。 

令和２年度一般会計補正予算について。 

令和２年度一般会計補正予算（第１号）

につきましては、新型コロナウイルス感染

症により経営に影響を受けている事業者の

皆様の経営安定化を図るため、新型コロナ

ウイルス緊急対策利子等補給事業補助金と

して、７９８万７,０００円の追加を行おう

とするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほど御説

明申し上げますので、御審議の上、原案に

御協賛を賜りますようお願い申し上げまし

て、提出案件の概要説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第２４号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

２４号令和２年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の３ペ

ージになります。 

議案第２４号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第１号）について御説明を申し

上げます。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ７９８万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４

０億６,０２９万７,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたします。 

歳出から御説明を申し上げますので、議

案書の１２ページ、１３ページをお開き願

います。 

７款商工費、１項、２目商工業振興費、

１、商工業振興推進事業費の増、補助金、

新型コロナウイルス緊急対策利子等補給事

業補助金７９８万７,０００円の追加であり

ます。 

今回、新たに創設する補助金につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症により経

営に影響を受けている事業者の経営安定化

を図るため、運転資金を借り入れる事業者

に対しまして、借入利子及び信用保証料に

つきまして町が補助しようとするものでご

ざいます。 

事業の概要につきましては、後ほど経済

部長より御説明を申し上げます。 

次に、歳入につきまして御説明をいたし

ますので、議案書の１０ページ、１１ペー

ジをお開き願います。 

２０款、１項、１目財政調整基金繰入

金、財政調整基金繰入金の増、７９８万 

７,０００円は、今回の補正予算に係る財源

といたしまして、財政調整基金からの繰り

入れを行うものでございます。 

なお、参考資料の１ページに補正後の年

度末基金予定残高を掲載してございますの

で御参照いただければと思います。 

それでは、事業の概要につきまして、経

済部長より御説明を申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 私からは、お

手元にお配りしております美幌町新型コロ

ナウイルス緊急対策利子等補給事業補助金

の御案内というＡ４両面のチラシに基づき

まして、制度概要につきまして御説明をさ

せていただきます。 

本事業は、新型コロナウイルスで経営に

影響を受けたことにより生じた町内事業者

の新たな運転資金の借り入れに対し、町が

償還利子及び信用保証料の一部を補助し、

事業所の維持、継続、さらなる発展を促す

ことを目的とするものでございます。 

なお、利子等補給事業補助金の御案内の

文字の下に記載の括弧内にありますとお

り、本事業は町が直接融資を行うという制

度ではございません。 

初めに、対象者でありますが、町内に独
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立した事業所を有する小規模事業者である

こと。 

この小規模事業者の定義でありますが、

中小企業基本法に基づき、常時使用する従

業員の数が、卸売業、小売業、サービス業

であれば５名以下、製造業、その他の場合

は２０名以下の事業所が該当することにな

ります。 

その他、町税の滞納がないこと。 

美幌町暴力団の排除の推進に関する条例

に定める暴力団に関係していないことも対

象要件となっております。 

次に、主な要件でありますが、対象事業

者が新型コロナウイルス感染症の流行によ

る影響を受け、令和２年２月１８日以降、

①として、直近１カ月の売り上げが前年同

月比５％以上減少したこと。 

②として、今後２カ月を含む３カ月間の

売り上げ見込みの平均が前年同期比５％以

上減少することが見込まれること。 

これらのいずれにも該当し、指定金融機

関から借り入れた新たな運転資金であるこ

とが要件となります。 

なお、創業１年未満の事業者につきまし

ては、これらと同等の客観的な資料の提出

を要件としております。 

また、この運転資金については借り換え

ではないこと、手形または証書による貸付

けであることとしており、この手形貸付け

につきましては、新型コロナウイルスに対

応した保証制度を利用したものに限るとし

ております。 

対象となる期間につきましては、令和２

年２月１８日から令和２年１２月２９日ま

でに融資が実行されたもので、指定金融機

関または美幌商工会議所を通じて町に報告

のあったものとしております。 

次に、補助の内容でありますが、これら

の要件を満たした借り入れに対し、融資を

受けた日から最長５年間、償還利子と信用

保証料の合計が１事業者につき累計２０万

円に達するまでの期間補助することといた

します。 

なお、指定金融機関と新型コロナウイル

スに関する経営相談窓口につきましては記

載のとおりでございます。 

次に、裏面をごらんいただきたいと思い

ます。 

御利用例として掲載してございます。 

これは指定金融機関から金利が２％、保

証料が０.７５％、借入期間が７年で据え置

き１年とした場合の利用例でございます。 

例えば、利用例１であれば、１００万円

を借り入れして、１年目が利子と保証料合

わせて２万４,１２５円であり、２年目が２

万２,５９７円となっていき、以降５年間で

利子と保証料の累計が９万４,５１６円にな

り、補助限度額の２０万円を超えないため

５年間は全額補助となります。 

利用例２であれば、総額３００万円で、

１年目が７万２,３７５円、２年目が６万

７,７９２円となり、累計額が４年目に限度

額２０万円に達しますので、おおよそ３年

間の補助となります。 

このような形で最長５年間、２０万円に

達するまでの補助をしようとするものでご

ざいます。 

なお、補正予算額７９８万７,０００円に

つきましては、借入額１００万円の一括返

済分として１０件、１００万円の割賦返済

分として１００件、３００万円の割賦返済

分として７０件、５００万円と７００万円

の割賦返済分として１０件ずつを見込んで

計上したものでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 政府の緊急対応策

としまして、無利子、無担保の融資制度と

いうのが１７日から始まっていると思いま

すが、その中でセーフティネット保証５号

というのがありまして、５％以上減少した
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企業を対象に借入金の８０％を保証する制

度と承知しておりますが、政府が同じよう

な対応策をやっている中で、町独自で同じ

ような施策をやるということが余り理解で

きないものですから、政府のやろうとして

いる対策と町がやろうとしている対策が、

どこがどう違って、町としてこういう対策

をとったという部分が理解できないもので

すから、そこら辺を詳しく説明していただ

ければと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

無利子、無保証が政府の対策にあります

けれども、多くが日本政策金融公庫の融資

を受けなければなりません。 

日本政策金融公庫は、本町にはありませ

んので、北見市まで融資に出かけなければ

ならないということで、実際に事業者は町

内のいつも融資を利用している、あるいは

利用しているメインバンク、金融機関のほ

うに相談に行くという実態もございますの

で、理由といたしましては、わざわざ北見

市まで出向いて、一から事業所の内容を説

明して借りるということが煩わしいという

面もございますので、そういう意味から多

くの選択肢といいますか、そのようなこと

ができるように、町内の金融機関からの融

資も対象として、今回、利子補給の補助金

を計上させていただいたものでございま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 場所の面で不便だ

という認識でいいのか、中身が同じであれ

ば、苦しい事業者は美幌町であろうが、北

見市であろうが多分行くと思うのです。 

北見市にわざわざ行くのが不便だからと

いうことで、８００万円近い予算を使って

本当に国と同じことやっていいのか、やる

べきなのか。 

それであれば、もっと違う施策に使った

ほうがいいのではないかと私はそう思うの

ですけれども、ただ本当に北見市に行くの

が煩わしいから美幌町で同じようなことを

やる、本当にそれだけなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 今回のこの制

度の創設に当たりましては、各金融機関及

び商工会議所を含めまして、数度、制度設

計をして、協議をしてまとめ上げたもので

ございます。 

その中で出た意見としては、やはり町内

の金融機関、ふだん使っている金融機関に

相談も行きますし、実際に、そのような形

で融資の申し込みを実行されることが多い

ということでも御意見を承っておりますの

で、それらのことも考慮して、それらも含

めて、今回の対策としてまとめ上げたもの

でございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） ３回目ですから、

これでやめますけれども、町の事業者の方

にいろいろ意見を聞いてやったというのは

当然のことだと思います。 

その中で、美幌町が便利だから美幌町で

ぜひ借りたい。それは当然わかります。 

でも、本当に政策が同じだったら、わざ

わざ８００万円の税金使って、もっとほか

にやるべきことがいっぱいあるのではない

かと私は思います。国がやろうとする制度

上の違いというのは本当にないのでしょう

か。 

そこら辺をもう１回だけ確認します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回提案させてい

ただくこの制度は、今戸澤議員から、これ

よりもほかにやることがあるのではないか

ということも言われております。 

まず御理解いただきたいのは、この制度

をつくったからこれで経済的なものは終わ

りという考えは持っておりません。 
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本当に申しわけないですが、皆様に提案

する時期が遅過ぎるのではないかと思って

おります。 

ですから、いろいろな経済政策をしなけ

ればいけない中の一つとして、今回まずは

提案させていただいたということでありま

す。 

国が無保証、それから無利子で貸すとい

う制度を示しました。その中で、実際に今

までそういう制度があるとしても、日常的

に関わっているのは地元の金融機関がしっ

かりとそれぞれのお店に関わっていると思

っております。 

そういった中で、いろいろ協議をさせて

いただいた中において、全て地元が関わら

ないで、今後、国が政策的に全部無利子だ

から北見市まで行って、誘導することがい

かがなものかという話も金融機関にさせて

いただきました。 

実際には国の制度がまだ確立されない場

合について私も相談を受けて、まずはふだ

んお付き合いしているところに行って相談

してくださいという話をして、そういうこ

とを含めますと、確かに国の制度としてそ

こに全部誘導すればいいのでしょうけれ

ど、地元として関わってこられた、それぞ

れの金融機関と、それからそれぞれの個人

の会社とか、経営者とかそういう関わりも

しっかりと協議した中で、地元の中でそれ

がしっかり安定するためにはこういう制度

を使って、可能であれば北見市に行って借

りるのもいいですし、地元の従来のお付き

合いのある金融機関から借りることも、議

決をいただければ、私はそれぞれの金融機

関の上部へ行って、なるべく私どもとして

も支出を少なくしたいので、こういう時代

ですからただというわけにはいかないか

ら、そういう部分では金利を何とか考えて

ほしいとか、そういう話もしっかりしてこ

ようと思っています。 

そういった中で、今回の制度をこういう

形で皆さんに提案して、北見市に行くこと

が可能な人は極力会議所に関わっていただ

いて行くのもいいですし、地元で従来どお

り、今回のコロナウイルスだけの一部分だ

けではなくて、これからどうするかの相談

も含めて関わっている金融機関にしっかり

と向き合ってほしいという思いも含めて、

この制度を何とか皆さんにお認めいただき

たいという思いでありますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 

○商工観光主幹（多田敏明君） 制度の違

いの関係でありますけれども、基本的に制

度は全く一致ということではございませ

ん。 

特に、国の無利子無担保融資ということ

では、上限等、また、金利等がありまし

て、例えば、設備であれば２０年以内、運

転資金であれば１５年以内など、限度額に

つきましても、中小事業であれば３億円と

か、国民事業であれば６,０００万円である

とかという制度になっておりまして、その

制度を使う時には日本政策金融公庫の北見

支店で制度の融資を受けるということにな

っております。 

町の制度につきましては、日本政策金融

公庫以外に町の金融機関で融資を受けた場

合につきましても、利子等の補給があると

いうことで、大きな違いがたくさんござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） 御説明をいただき

ましたので理解はいたしました。 

その中で、経済部がつくったであろう１

枚の紙がありますが、今回の利子補給の件

数を２００件と考え、そして、最大限が８

００万円近いということですけれども、会

議所、それから金融機関等と相談して件数

を想定したというお話をいただきました

が、お話をしていただける部分があるので

あれば、金融機関と会議所等との話を教え

ていただきたい。 
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というのは、これは本当にこういうニー

ズが、町内で利子補給ということであるの

かということを聞きたいからであります。 

もう１点は、町長が今３回目の後段で答

弁された内容が理解できないので、もう１

回説明を受けたい。 

内容は、金融機関の上の者に話をする。 

そして、ただではなくて、少しでもとお

っしゃった意味がわからない。 

もうちょっとわかりやすくお話をしてほ

しい。 

今回の利子補給について、上の者に話を

するのは結構なことですけれども、ただで

はよくない、少しでもというのは違う議案

の話をしているのか、または違う話をして

いるのではないかと危惧しております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 申しわけございま

せん。 

説明の仕方が悪いということで、今回、

関わっていただく金融機関については、北

洋銀行、それから北見信金、網走信金がご

ざいます。 

そういった中で、従来の貸し付けるとき

の金利について、このような異常事態とい

うこともあって、それぞれの銀行、それか

ら信金等で金利等の配慮ができないかとい

うことを、例えば、網走信金であれば、美

幌ではなくて網走市の本店の頭取とか、そ

ういう方にきちんとこういう制度を美幌町

でつくりましたので、少しでも協力をして

いただきたいということを、きちんと御挨

拶にお願いに行きたいということの思いで

伝えたつもりでありますけれど、本当に説

明が悪くて申しわけございません。 

思いとしては、そういうことをしっかり

北見なり、それから網走なりに行って、残

念ながら北洋については札幌までは行かな

いので美幌支店になりますけれども、町と

してのきちんとした対応への思いを伝えて

いきたいと思っておりますので、御理解よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ニーズという

お話でございましたが、これまで制度設計

に当たりまして、各金融機関、商工会議所

と数度、制度設計にかかりまして協議をし

たところでございます。 

なかなか数をつかむというのは難しいと

ころでございますが、各金融機関でも既に

実行された件数もございます。 

そういったこと、あるいは、相談を受け

ている件数等々も含めて、これからの件数

を考えた場合、おおむね２００件分を加味

して計上すれば、おおむね予算としては足

りるのではないかと、現在のところそうい

う想定のもとで計上しましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番古舘繁夫さ

ん。 

○８番（古舘繁夫君） 経済部長、もうち

ょっと金融機関と話した内容をお話しして

いただける部分があれば、もう一度話をし

てください。 

それと、町長、たしか町では各金融機関

に預託している部分があります。 

それとの連動か何かがあって、改めて金

利交渉をしなくても低利でお借りできるの

ではないかと思うのですけれども、私が今

尋ねることは全く違うということなのか、

やはりお立場で、例えば網走信金、北見信

金の場合には理事長が最高責任者なのだろ

うと思うのですけれども、そういうふうに

お話しするという、お願いをしなくても市

中金融機関から、私ども事業をしている者

にとって金利というのは、自治体が預託し

ている部分の安い金利というのはあるので

はないかと思っているのですが、いかがで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど頭取と言い

ましたけれど、トップは理事長です。申し

わけございません。訂正させていただきま
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す。 

今お話しされたとおりだと思います。 

町で預託していますから、それなりの優

遇金利をしているはずなのです。 

そのことも踏まえて、やはり今回、こう

いう状況になっていることで、それぞれの

銀行がそれにまた配慮することは可能かど

うかということは私はわかりません。 

ただ、町としては、少しでも困っている

方に対して、余り条件とかそういうものを

なしにして貸していただきたいということ

と、町がやはり町民の皆さんのお金をお預

かりして、こういう制度で予算を組んでい

るわけですので、何か銀行としても、信用

金庫としても協力いただけることがないの

かという思いをしっかりと伝えたいという

ことでありますので、このことで、私が行

って金利を下げてくるとか、そういうこと

を想定していることではありませんので、

御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 各金融機関と

のお話の中でどんなことがということがあ

りましたが、この間、制度設計に当たりま

して、ざっくばらんにどんな支援制度がい

いのだろうかということでお話をいただき

ました。 

一つとしては、現在、古舘議員がおっし

ゃったとおり、町の制度融資を拡充をし

て、町が制度融資として設けるという方法

も一つあろうかと思います。 

そうではなくて、今回は先ほど町長も申

し上げましたとおり、各金融機関の借り入

れに対して、町がその部分に対して補助金

というか利子補給という形で補助金を支出

することによって、迅速な対応ができるの

でないかということと、各金融機関との通

常のお付き合い、それから今後の経営相談

の中で、そうした中で総合的なことも含め

て、今回の借り入れに対して一部支援する

ことで、そういうことまで踏み込んでいけ

るのではないかということで今回の制度に

なりました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 私は３点について

質疑をさせていただきたいと思います。 

１点目は、最終的な国の対策、関係機関

等が現在検討されているという中、あるい

は各町村にあっては商品券、新聞報道によ

りますと、湧別町あるいは寿都町において

も商品券ということでやっているところが

あります。 

そんな中で、今回美幌町がこの利子補給

事業を提案することになった理由について

お聞かせいただきたいと思います。これが

１点目であります。 

２点目は、具体的な内容ですけれども、

御説明を受けました。 

最長５年間、償還利子、それから信用保

証料の合計が２０万円を限度として補助す

る考え方について具体的に説明をお願いし

たいと思います。これは２点目でありま

す。 

３点目、１番大変なのは飲食業ではない

かと思います。町内のある飲食店では、前

年同月と比較すると２月は１７.７％売り上

げが減少した。あるいは、３月末ですけれ

ども、４５.５％売り上げが減少していると

いうことであります。 

その対策として、従業員を休ませるなど

して対応しているところがありますが、限

界であるということであります。 

例えば、今回の利子補給事業について理

解はいたしますけれども、このようなこと

はないとは思いますけれども、例えば、銀

行から借り入れができなかった事業所、飲

食業についての対応について考え方をお聞

かせいただきたいと思います。 

以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ２点目の２０
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万円の限度の考え方について御答弁させて

いただきたいと思います。 

繰り返しになりますが、これまで各金融

機関と制度設計に当たりまして、協議を重

ねてまいりました。 

その中で、融資の規模としては１００万

円から４００万円で実行することが現実的

ではないかというお話でありました。 

そう考えますと、月の売り上げが５０万

円であれば、年間で６００万円の売り上げ

になり、その半年分落ち込んだとして３０

０万円の運転資金を基本にして、制度設計

をしてはどうかということでございまし

た。 

冒頭の説明の中で申し上げました利用例

２でいきますと、３００万円を限度とした

場合、３年間は利子、保証料分は無利子の

状態をつくれるということで、２０万円で

設定をいたしましたので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １点目の経済対策

についてであります。 

先ほど、戸澤議員のときにもお話をさせ

ていただきました。 

今回、この制度が町民の方々に対する、

会社というよりもお店をやっていただいて

いる方に対する全ての対策という思いでは

ありません。ある意味で対策の一つと捉え

ていただきたいと思っています。 

そういう意味では、先ほど言いましたけ

れど、こういう制度を早く皆さんに提案し

て、実際に使っていただく努力をすれば良

かったと、今本当に反省をしているところ

であります。 

今後、実質的には次の経済策、例えば町

の中に人が出てきていない部分をどうする

かということは、今後、皆さんにきちんと

提案していきたいと思いますし、私も今い

ろいろなところからお話を聞いて、どうい

う形が経済の停滞を少しでも動かすことが

できるかということを、今うちのスタッフ

とも考えているところでありますので、御

理解をいただきたいと思っております。 

次に、３点目の実際に飲食店等をやって

いる方々については、月収で５０万円以下

の方もたくさんいらっしゃいます。 

そういう方々が本来であれば、月末とか

年度末にいろいろ償還とか、支払いもある

ので、何とかそういう方々に対して資金を

提供できるようにしたいということが今回

の提案でもありますけれども、やはりそれ

ぞれ金融機関等との協議の中では貸し渋り

というか、貸さないということのないよう

にしていただきたいというお願いはしてお

ります。 

ただ、今問題になっているのは、逆に借

りたくても返せる見込みがどうなのかとい

うお話をされている方もいますので、そう

いった中で次の経済対策というか、その中

でいろいろ考えなければいけないですし、

国が具体的に、例えば、何かの理由で今回

の対策で従業員を休ませたりということに

対して、町内のお店の従業員が休んだ場合

に対象になるのかとか、そういう細部もし

っかり見定めたり、協議した中で、次の経

済政策をしっかり皆さんに提案して、何と

か美幌町の、まずはコロナウイルスの感染

が落ちつくことと、それと経済的な部分で

は、またにぎわいが出るように努力してい

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） 最初に１点目です

けれども、全ての対策ではないということ

で、今回第１弾目の経済対策だということ

で理解いたしました。 

国の対策、道の対策、それから各町村の

状況もありますけれども、何といっても美

幌町の状況がどうなのかということを、先

ほど経済部長からありましたけれども、町

内の商店街あるいは中小企業、それから商

工会議所、金融機関と打ち合わせをして、
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ぜひ、次の第２弾目の対策は早急に考える

べきではないかと思います。 

２点目については、目安としては１００

万円から４００万円の間で実行がなされる

ということでは、パターンとしては理解で

きますけれども、今町長の説明にもありま

した、事業主によって違うところが結構あ

ると思うのです。だから、２０万円につい

ても理解はしますけれども、さらなる検討

が必要ではないかと思いました。 

３点目については、町長から答弁があり

ましたけれども、銀行から借り入れできな

かった、こういう制度ができてもいろいろ

条件が、先ほど戸澤議員からもありました

けれども、北見市は北見市の金融公庫の借

入条件があると思うのです。美幌町におい

てもそれぞれの銀行において借入条件がい

ろいろあると思うのです。 

その中で、本当に困っている人が借り入

れできないというようなことにならないよ

うに、ぜひ次の経済対策について考えてい

ただきたいと思います。 

基本的な考えについては理解いたしまし

た。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 今回の町単独の融

資制度については、基本的には賛成をいた

します。 

それで、幾つかお聞きしたいのですが、

私も幾つかの経営者にお聞きいたしまし

た。個人事業主という状況ですから、非常

に心配しています。自分は借り入れられな

いのではないかと。 

その理由は、お客さんが来ないと支払え

ない。借りても払えないというような状況

がございまして、私も同感です。長期に及

ぶ可能性を持っている。 

日本の場合は、きのうの段階で、ＰＣＲ

検査が１日１,３００件程度、これは韓国や

ドイツなどと比べれば１０分の１以下で

す。 

どこでも言われているのは、検査数が進

むに従って感染者が爆発的にふえていると

いうことですから、感染しているが本人の

自覚がない。したがって、自由に往来して

いる。当然分母は急速に膨れ上がっている

可能性がある。日本だけが特別に感染数が

少ない条件にあるとは思えない。 

したがって、半年、１年で収束ができる

可能性は、非常に薄いと思っていますし、

業者の方々もお客は来ないという状況は、

営業が続けられない可能性を持っていると

いうことなので、腰を据えた取り組みが求

められているということで、一つはこの融

資制度に関わって、基本的な何点かお聞き

して、もう１点、関連してお聞きしたいと

思いますが、一つは、今回据え置きが１年

ということで、１年後には元金の償還が始

まるということです。 

政府が出している日本政策金融公庫では

据え置き３年です。３年後に元金の償還が

始まるということなので、非常に不安な

方々にとっては、借り入れして１年後には

元金の返済が始まる。無利子は助かるけれ

ど、元金返済がそういう点で、据え置き期

間の延長は可能な要素を持っているのかと

いうのが１点です。 

それと、政策金融公庫では、金利から０.

９％差し引いた部分については、３年間据

え置きして６,０００万円までは借りられ

る。特別の利子補給制度も加えられると、

実質利息は免除の形になっていますが、こ

ういうものとの併用が可能なのかというの

がもう１点です。 

もう一つ、３点目は、手続が煩雑では困

るという、業者の声なのです。ワンストッ

プでできないか。 

銀行に行って相談して、役場に行って補

助の申請をしてという形になるのだろうか

ということで、手続の簡素化に関わってど

ういうことになるのか。 

４点目は、財源は基金から手当をすると
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いう中身ですから、今回、コロナ対策とし

て市町村が行う手当に対して、それは市町

村独自の判断だから国は関係いたしません

とはならないだろうと思うのですが、こう

いう財源の手当に対して、国あるいは道な

どからの処置は見込めるのかどうか。ここ

をお伺いしたいと思います。 

大きく二つ目は、今回、臨時議会が行わ

れるということで、融資はわかりました

が、従来から税だとか、水道料金だとか、

町が扱っているそういう部分について、減

免や支払い猶予をぜひ検討してほしいとい

う声もあって、その部分については、本日

の臨時議会の議案には載っていないのです

が、この点については、第２弾、第３弾が

あると思いますけれども、可能性について

関連してお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいまの御

質問につきまして御答弁させていただきま

す。 

まず、据え置き１年、国は３年だけどと

いうお話でございましたが、私が冒頭御説

明させていただいたとおり、今回の制度に

つきましては、町が直接制度資金を設け

て、直接融資する制度ではございませんの

で、指定金融機関からのコロナウイルスに

対する運転資金の借り入れということでご

ざいますので、それはいろんなパターンが

あると思います。金融機関とのお話の中で

いろいろなパターンがあると思いますの

で、それを問わないということで、あえて

制度資金を設けておりません。 

要は、迅速な融資が可能で、かつ、さま

ざまなメニューを選択できるというところ

で、それに対して町は償還利子と保証料の

一部を補助しようとする制度設計でござい

ます。 

２点目、公庫との併用は可能かというこ

とでありますが、これは可能だと思います

けれども、大江議員が御心配されていると

おり、併用して借りたとしても、いずれ返

さなければならないときがきますので、そ

れは金融機関に行かれましたらそこで借り

ることも可能ですし、場合によっては公庫

の御紹介もしていただけるということも伺

っておりますので、あとは経営の中でどの

ような資金手当をするかというのはそれぞ

れ選ばれることだと思います。 

併用は可能でございます。 

３点目の手続の煩雑さということで、そ

れはまさしく我々も協議の中で話しており

まして、金融機関に行って申し込みをし

て、条件がそろえば町に報告をいただく、

金融機関から報告をいただいて、それを年

末に取りまとめて補助金を出していくとい

うスタイルでございますので、ワンストッ

プになるような、また役場に来てください

ということは考えてございませんので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御質問いただ

いた点につきまして、税の徴収猶予、こち

らにつきましては総務省から既に通知が来

てございます。 

今回のコロナウイルス感染症の発生に伴

い、納税が困難になる皆さんに対しては徴

収猶予、税の徴収の猶予につきまして迅速

かつ柔軟に対応しなさいという通知が来て

ございます。 

つきましては、通常、今回の事例に関わ

りなく納税相談を従来から受け付けている

わけでございますが、今回こういった事態

になってございますので、徴収猶予の制度

自体がなかなか広く知られていない部分も

あろうかと思いますので、しっかりと周知

活動を行った上で適切に対応してまいりた

いと考えてございます。 

それからもう１点、財源的な措置です。 

こちらにつきましては、今回８００万円

弱の補正予算の財源につきましては、まず

は町の中で財政調整基金を取り崩して対応

するということで対策を打ってまいりたい

と考えております。 
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ただ、当然、今回は国難というのでしょ

うか、国全体が本当に緊急的な対応を迫ら

れているという事態でございます。 

当然、政府、国においても財源的な補填

措置等はあると思いますが、現時点で明確

な通知等は来てございません。 

ただ、地方自治体が地域の皆さんの生活

を支えるためにさまざまな対策を打ってい

くわけでございますので、そういった必要

な財源についてはしっかりと求めてまいら

なければならないと考えているところでご

ざいます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 再質問は基本的に

確認です。 

金融機関との関係で、据置期間の例えば

１年、このペーパーでは想定していますけ

れど、２年あるいは３年というような話し

合いの余地はあるかもしれない。町が決め

ているわけではないのでということで、そ

ういう中身であるということでよろしいで

しょうか。 

その他の点については、基本的にはわか

りました。 

一刻も早くコロナによる不況から脱出で

きるように、それぞれ努力をしていきたい

と思います。最初の部分だけお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） チラシに載せ

ているのはあくまでも例でございまして、

大江議員のおっしゃるとおりでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１３番松浦和浩さん。 

○１３番（松浦和浩君） 数点ほど確認と

いうことでいきたいと思います。 

まず、今回の融資制度は金融機関の独自

のお金なので、町融資の枠が、先ほど経済

部で１２億円ということで枠総体があるの

ですけれど、今回４億４,０００万円の総体

の追加融資ということで、極端に言うと資

金供給という意味合いでいくとマネーサプ

ライで１．５倍になるので、資金供給はい

いのかなと。 

ただ、この制度を先に使いまして、町融

資のほうが今組んでいる先、要するに、現

行の返済先が、国の政策で元金を据え置き

なり、猶予が金融機関なり、国の政策でや

りなさいといったときに、町融資の枠が減

額がとまってしまうので、町融資の新規予

算が足りなくなる可能性もあるのです。 

その場合、当然第２案だとかの金融対策

の中では、町融資の枠をふやしますと預託

金、金融機関に対する保証金の預託金がふ

えるので、そういう部分についてもしっか

りやれるような対応が今のところ可能なの

かどうかというのが１点。 

それともう一つ、今回、せっかく小規模

企業に対してこのチラシを見まして、私は

早くやるべきという考えなのですけれど、

実際このチラシと美幌町の小規模企業者に

どのように周知徹底するのか、また、小規

模な企業もあるのですけれど、この制度で

もって金融機関の審査、協会用の審査を入

れますと、４月の中過ぎになったら資金繰

りのほうも大変になったら困りますので、

これの周知徹底はどのぐらいのスピードで

できるものなのかが２点目。 

３点目、先ほど複数の議員が言っている

第２案、第３案とありますけれど、金融対

策だけでなく税金の対策、個人の収入の対

策、あとは就労の正規、非正規を入れた賃

金がとまっている人の対策と、これは今

度、金融というよりは社会政策だと思うの

ですけれど、その辺も含めて、それらを統

括する担当、要するに部局、あとは担当者

の配置というのをきちんと行う考えがある

のかどうか。 

まず、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光主幹。 
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○商工観光主幹（多田敏明君） 御質問の

１点目でありますけれども、町の融資制度

に伴います預託金の関係になります。 

基本的には現在は８００万円ほどの補助

金の予算をいただきたいというところであ

りますけれども、今後、国の施策と相まっ

て金融機関のほうが資金が不足するという

事態がもし起こり得るということでありま

したら、その際は補正予算等を計上してま

いりたいと考えております。 

２点目の周知についてでありますけれど

も、今回議決いただきましたならば、すぐ

にホームページに周知、また、金融機関に

もチラシ等を配布して、さまざまな形でス

ピーディーに周知したいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ３点目の今後の

対策の考え方、新たな職員の配置というこ

とでございますが、そちらにつきましては

現行のとおり、対策本部をそれぞれ町全体

で対応しておりますので、その中で対応し

てまいりたいと考えておりますので、新た

に職員配置ということまでは考えておりま

せんのでよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番松浦和浩さ

ん。 

○１３番（松浦和浩君） １点目の質問に

つきましては、現行の町融資の枠の変更対

応が速やかにできれば、まだ安全かなとい

うことで確認しました。 

二つ目の周知につきましては、今見てい

て思ったのですけれど、業種の関係で美幌

町の農業界、要するに金融機関も農業資金

を出しますけれど、保証協会付はならない

のですけれど、プロパーでは出しているの

です。 

現況では、僕ははっきり言って、ジャガ

イモ、タマネギ関係が昨年の半分以下の金

額なので、５０％以上の減収になる可能性

がある方々もいるのです。ほかの野菜も含

めて相当落ち込んでいます。所得の数割程

度の人もいるし、主体的な数字の方もいま

す。 

そういうところの収入が、実はダイレク

トで減収になる方もいますので、そういう

ところも是非、ＪＡと連携をとった形で、

何か対策を打ってもらえればありがたいか

なと。 

そういうことで業種が書いていなかった

ものですから、業種について確認を取りた

かったです。 

最後、三つ目につきましては、コロナ対

策はいろんな種類が多くて、何が起きるか

わからない。 

逆に、国の対策も何をどうしていいかと

いうことが、まだ決定する以前から止まっ

ていると思うのですけれど、万が一、就業

対策だとか、税金の対策だとか、今度これ

に関わる福祉関係の対策が出た場合、担当

部署をばらばらではなくて、一本化した部

署で全部ができる取り扱い、取り組みが必

要だと思ったものですから、最後その辺に

ついて確認して終わります。 

答弁お願いします。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） 最後の３点目の

対策の部分でございますけれども、今現在

も新型コロナウイルス感染症対策本部会議

ということで、各部局長が全て入った中で

進めておりますので、それぞれ今後出てく

る、今は感染症の拡大防止だけですけれど

も、今言った経済対策、そして今後出てく

る雇用だとか、さまざまな部分があり得る

と思いますけれども、その本部会議の中で

それぞれ御意見をいただいて進めてまいり

ますので、よろしく御理解のほどお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 農林漁業者へ

の資金繰りの対応という御質問でございま

すが、農業者の方で会社とかを組織されて

いるような方ですと、市中銀行との付き合

いがある方もいらっしゃいますので、それ
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はこの制度を御利用いただけると思いま

す。 

また、農林漁業者につきましては、農水

省からも資金繰り支援策が出ておりますの

で、それらを含めてＪＡとも協議してまい

りたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第２４号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第１号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

以上で、本臨時会に付議されました案件

は全部終了しました。 

○議長（大原 昇君） 会議を閉じます。 

これで、令和２年第２回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時０１分 閉会   
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